
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県国民健康保険運営方針の取組状況について 
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福島県国民健康保険課 

資料１  令和６年度第１回福島県国民健康保険運営協議会 



令和４年度実績値等 成果（令和５年度実績値　等） R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
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福島県国民健康保険運営方針の取組状況（令和５年度・中間報告）

◆赤字（決算補填等目的の法
定外一般会計繰入）となった
市町村は、赤字発生年度の翌
年度中に赤字削減・解消計画
を作成
◆計画策定市町村は、計画期
間中の赤字解消

赤字解消・削減
計画の作成及
び計画的、段階
的な赤字解消

◆新たな赤字市町村の発生の
防止

新たな赤字市
町村の防止

2

1

〇会議等において、赤字の着実
な解消及び新たな赤字の発生防
止に向けて取り組むよう要請。
〇赤字市町村の抽出

〇市町村国保担当者会議等において、新た
な赤字の発生防止に向けて取り組むよう要
請。

〇令和４年度（令和３年度決算で赤字）
 ・新たな赤字市町村はなし。
 ※赤字解消計画作成済み市町村においては
赤字は解消済み。
（参考）令和５年度（４年度決算で赤字）
　　　　・赤字市町村はなし。

○令和５年度：３方式　５８市町村
　　　　　　　　　　　　（約９８％）

（参考）令和６年度：３方式　５８市町村
　　　　　　　　　　　　（約９８％）

○令和４年度：３方式　５７市町村
　　　　　　　　　　　　（約９７％）

○算定方式（３方式）への移行の
状況を確認

①算定方式（３方式）の統一
★Ｒ５年度までに全市町村が
３方式に移行

保険料（税）水
準の統一

②医療費指数反映係数
（α）＝０
★Ｒ１１年度までにα＝０とす
る

○令和６年度までに統一するため、令和４年
度の標準保険料率算定に用いる本県独自β
´を、徐々に国が示すβに徐々に近づけてお
り、その差が2/5となった。

○令和６年度までに統一するため、令和５年
度の標準保険料率算定に用いる本県独自β
´を、徐々に国が示すβに徐々に近づけてお
り、その差が１/5となった。

⑦保険料率の統一
★Ｒ１１年度までに統一

⑥標準的な収納率設定方
法の見直し
◆３１年度に必要に応じて運
営方針を改正

○県統一保険料に向けて、経費・公費
の県単位化などの課題について、市町
村とともに丁寧に検討を進める。

○収納率向上を目指し、各種取組を継
続する。

○保険料（税）の統一の検討状況と連
動し、追加項目を検討する。（追加項目
検討）

今後の取組

項　　　　目

目標値等
（★：運営方針に定めた目
標値等
◆：★以外の目標値等）

具体的な取組

令和４年度実績及び令和５年度の実施状況（最新実績値）No

　取組項目 令和５年度における取組状況

○保険者規模別の平均収納率とした。 ○保険者規模別の平均収納率とした。

年度別取組状況の推移
上段：目標
下段：実績

Ⅰ　統一に向けた取組期間 Ⅱ　統一に向けた移行期間 Ⅲ 統一

○連携会議及びＷＧにおいて協
議

〇令和５年度納付金の対象範囲：出産育児
諸費、審査支払手数料、葬祭費

〇令和４年度納付金の対象範囲：出産育児
諸費、審査支払手数料、葬祭費

○連携会議及びＷＧにおいて協
議

第２章

国民健康保険
の医療に要す
る費用及び財
政見通し

運営方針

〇市町村国保担当者会議等において、新た
な赤字の発生防止に向けて取り組むよう要
請。

〇令和５年度（令和４年度決算で赤字）
 ・新たな赤字市町村はなし。
（参考）令和６年度（５年度決算で赤字）
　　　　・赤字市町村はなし。

○連携会議及びＷＧにおいて協
議

第３章
保険料（税）の
標準的な算定
方法

〇赤字市町村なし〇計画作成市町村においては、計画を前倒し
で赤字を解消済み。

〇赤字市町村への個別ヒアリン
グ・協議の実施
〇赤字発生要因の分析
〇市町村は計画の進捗状況を確
認し、県は進捗状況に応じて計画
の見直し等の指導・助言を実施。

4

5

④納付金に含める保険給付
の範囲の拡大
★保険料（税）水準の統一を
目指し、範囲を拡大

③所得係数（β）の統一
★Ｒ６年度までにβ値の統一

6

7

8

3

〇新たに赤字市町村が発生しないよう
市町村担当者説明会などの機会を捉
え、助言・指導する。

○現在、赤字市町村なし。

○標準保険料率の算定において本県
の所得水準に応じて、計画的に設定す
る。

○医療費指数の高い市町村の値を低
減させることが課題である。当該市町
村で実施している保健事業の深化と医
療費指数改善に対するインセンティブ
の付与等、格差縮小を検討する。
○医療費指数の高い市町村への重点
的な支援などについて検討を進める。

○連携会議ワーキンググループ（WG)
　　・医療費適正化班：５回
　県内市町村の医療費指数の推移等につい
て確認し、医療費指数改善に向けた課題等
について整理した。

○連携会議ワーキンググループ（WG)
　　・医療費適正化班：３回
　県内市町村の医療費指数の推移等につい
て確認し、医療費指数改善に向けた課題等に
ついて整理した。

○連携会議及びＷＧにおいて協
議

〇令和５年度までを医療費指数や収納率改
善期間、令和６年度から令和１０年度までを
県統一保険料率に向かう移行期間とし、保
険料率の統一予定時期を令和１１年度とし
た。
○WGおよび連携会議等において、保険料率
の統一に向けた課題を整理し、それぞれの
課題の解決方法について議論を実施した。

〇令和５年度までを医療費指数や収納率改
善期間、令和６年度から令和１０年度までを
県統一保険料率に向かう移行期間とし、保険
料率の統一予定時期を令和１１年度とした。
○連携会議において、収納率改善に向けた
取組として、市町村において「評価シート」を
作成し、定期的に収納状況等を評価すること
とした。

○連携会議及びＷＧにおいて協
議

○４方式の市町村に対しては、引き続
き３方式に移行するよう依頼する。

計画策定市町村の計画的、段階的な赤字解消

３方式へ移行 全市町村３方式

β値の統一（所得水準に応じた標準保険料率の設定）

α＝1（100％反映） α＝0
（反映させない）

αの段階的な引き下げ
（毎年α=0.2ずつ引き下げる）

県独自β’を国βに近づける

統一に向けた取組期間 統一に向けた移行期間 統一

【収納率による納付金調整】

反映させない
段階的に反映 100％反映

納付金に含める保険給付の範囲の拡大

新たな赤字市町村の発生防止

新たに赤字（決算補填等目的の法定外一般会計繰入）となった市町村数：０

【新たな赤字発生市町村数】

【計画策定市町村数】

【国が示したβ値（応能：応益）】

【県独自のβ’値（応能：応益）】

【３方式以外の市町村数】

1



令和４年度実績値等 成果（令和５年度実績値　等） R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

今後の取組

項　　　　目

目標値等
（★：運営方針に定めた目
標値等
◆：★以外の目標値等）

具体的な取組

令和４年度実績及び令和５年度の実施状況（最新実績値）No

　取組項目 令和５年度における取組状況 年度別取組状況の推移
上段：目標
下段：実績

Ⅰ　統一に向けた取組期間 Ⅱ　統一に向けた移行期間 Ⅲ 統一運営方針

穂
住

93.52% 93.94% 94.27% 94.54%

93.36% 93.74% 94.17%

穂
住

28.45% 28.55% 28.64%

穂
住

０回 ０回 ３回 ６回

穂
住

1名

４
市町村

1名

４
市町村

1名

１
市町村

1名

５
市町村

穂
住

菅
野

菅
野

受託
0件

受託
0件

受託
0件

受託
0件

菅
野

第５章
保険給付の適
正な実施

○市町村等の調査を支援しつつ、事例
を積み上げながら、調査マニュアルの
作成について検討する。

○委託があれば対応する。

○県による点検の強化が国から求めら
れていることから、他県の状況等を参
考にするなど、引き続き、点検方法を検
討する。

療養費の調査
マニュアルの作
成

16

○点検方法の検討 ○点検方法の検討

○県の受託：0件○県の受託：0件○事務処理方針及び事務処理規
約（R2.3.30に策定）に基づき運用

○点検方法の検討◆点検方法の構築

県によるレセプ
ト点検14

15

◆県の事務受託体制の構築

不正利得返還
請求等の事務
の受託（県）

○マニュアルの必要性について、検討を継
続。

○WG（令和５年１月）にて検討。マニュアルの
必要性について、今後検討することにした。

〇WGにおいて検討を開始◆柔道整復の調査マニュアル
作成

○収納率向上に向けた助言・指導を21
市町村実施する予定。
○各市町村に『収納状況・取組状況等
評価シート』を提出してもらい、定期的
に取組状況を評価し、収納率の向上を
図る。

○R５年度口座振替実施率：○○％
〇R５年度原則化市町村：○市町村
　　　　　　　　　※現在調査中

○口座振替の原則化を含めた、収納率向上
ガイドラインを市町村へ通知（R4.7.26）。

○R４年度口座振替実施率：28.64％
〇R４年度原則化市町村：７市町村

○積極的な広報
○原則化の推進

◆口座振替実施率、収納額割
合
◆口座振替原則化割合口座振替の利

用促進

○マイナンバーカードと健康保険証が
一体化されることから、資格確認書・資
格情報のお知らせ等の様式について、
県内統一すべく市町村と協議している。

○引き続き、収納率が低い市町村に対
し、市町村税滞納整理スキルアップ支
援事業の活用を促すとともに、徴収アド
バイザーによる助言や指導を行う。
○令和６年度はスキルアップ支援事業
により、７市町村を支援している。

○県税務課及び市町村財政課との共
催による研修を７回実施する予定。
○方部別研修・意見交換会等を実施
し、各方部の課題を明確化させる。

○県や国保連の広報媒体などを活用し
た広報等を積極的に実施する。
○収納率向上に向け、効果的な納付方
法等をWGで検討する。

○マイナンバーカードと健康保険証が一体化
されることが決定し、短期証は廃止される見
込み。
○資格確認書の様式の統一が必要か、今後
検討する。

○マイナンバーカードと健康保険証が一体化
されることから、短期証は廃止されることが
決定。
○資格確認書や特別療養費の支給に関する
様式統一について検討を開始。

○徴収アドバイザー１名設置
○市町村税滞納整理スキルアップ支援業務
における助言：５市町村
○市町村主催研修への講師派遣：２市町村
（各２回ずつ開催）

○徴収アドバイザー１名設置
○市町村税滞納整理スキルアップ支援業務
における助言：１市町村

○徴収アドバイザーを１名設置
（H30年4月より）
○市町村税滞納整理スキルアッ
プ支援事業等における助言

○国保税収納担当職員研修会：６回
　　※県税務課、市町村財政課と共催

○国保税収納担当職員研修会：３回
　　※県税務課、市町村財政課と共催

○収納担当職員研修会実施

○収納率向上助言・指導：18市町村
○県全体の収納率      　〇〇％
○目標達成状況
　・３万人以上達成：〇市／３市
　・１万人以上３万人未満：
　　　　　　　　　　〇市町村／７市町村
　・３千人以上１万人未満：
　　　　　　　　　　〇市町村／１４市町村
　・１千人以上３千人未満：
　　　　　　　　　〇市町村／２３市町村
　・１千人未満：　　〇町村／１２町村

                          ※現在調査中

○収納率向上助言・指導：０市町村
○県全体の収納率      　94.17％
○目標達成状況
　・３万人以上達成：１市／３市
　・１万人以上３万人未満：
　　　　　　　　　　５市町村／７市町村
　・３千人以上１万人未満：
　　　　　　　　　　９市町村／１４市町村
　・１千人以上３千人未満：
　　　　　　　　　９市町村／２３市町村
　・１千人未満：　　７町村／１２町村

短期被保険者
証・資格証明書
の交付基準の
作成

◆平成３０年度以降の市町村
事務の標準化・広域化に係る
検討（平成３０年度）

○市町村事務の標準化の検討

第４章
保険料（税）の
徴収の適正な
実施

9

10

13

○保険者助言・指導及び国保税
収納状況調査による指導

参考：国保運営方針による目標
（見直し後）
○県全体目標収納率：
　　　　　　　　　　　９４．５４％
○被保険者規模別目標収納率
　　・３万人以上：９４．３４％
　　・１万人以上３万人未満：
　　　　　　　　　　　９４．３７％
　　・３千人以上１万人未満：
　　　　　　　　　　　９４．３７％
　　・１千人以上３千人未満：
　　　　　　　　　　　９５．８２％
　　・１千人未満：９８．４７％

★県全体目標収納率
　　現年分　 ：９４．５４％
　　過年度分：２０％

★被保険者規模別目標収納
率
・３万人以上：９４．３４％
・１万人以上３万人未満：
　　　　　　　　９４．３７％
・３千人以上１万人未満：
　　　　　　　　９４．３７％
・１千人以上３千人未満：
　　　　　　　　９５．８２％
・１千人未満：９８．４７％

★全国中位の収納率

目標収納率の
達成

徴収アドバイ
ザーの設置12

収納担当職員
の研修会の充
実

11

収納率の改善 改善継続（次期国保運営方針にて新たな目標を設定）

【県全体の目標収納率】 ※運営方針中間見直し後

徴収アドバイザーの設置

収納担当職員研修会の実施

口座振替実施率の向上

市町村事務の標準化を検討

効果的・効率的な

点検方法の構築

事務受託体制の構築

調査マニュアルの作成の検討

【県全体の収納率】

【徴収アドバイザー設置数】

【助言・指導市町村数】

【研修会実施回数】

【口座振替実施率】

2



令和４年度実績値等 成果（令和５年度実績値　等） R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

今後の取組

項　　　　目

目標値等
（★：運営方針に定めた目
標値等
◆：★以外の目標値等）

具体的な取組

令和４年度実績及び令和５年度の実施状況（最新実績値）No

　取組項目 令和５年度における取組状況 年度別取組状況の推移
上段：目標
下段：実績

Ⅰ　統一に向けた取組期間 Ⅱ　統一に向けた移行期間 Ⅲ 統一運営方針

菅
野

１
市町村

０
市町村

０
市町村

18
市町村

３１
市町村

５０
市町村

５３
市町村

４１
市町村

４７
市町村

４８
市町村

根
本

４７
市町村

５２
市町村

５２
市町村

５２
市町村

根
本

37.6% 42.3% 42.7% 44.1%

根
本

33.9% 33.8% 38.2%

根
本

35.8% 35.0% 35.5% 34.8%

第三者行為求
償事務の取組
強化

★市町村は評価指標及び数
値目標を定め、計画的な取組
を推進

医療費適正化
の取組

第６章

○評価指標及び数値目標を設定してい
ない市町村に対して、状況を確認する
とともに必要な助言等を行う。
○県は、令和７年４月から広域的また
は専門的な案件等について市町村から
受託できることになることから、その準
備を進める。

〇各種申請書への第三者行為の記載
欄の設定について助言等を行う。
○医療機関、警察及び消防等の関係
機関と連携し、第三者行為の発見に繋
がる情報の提供を受ける体制を構築す
る。

○HPに掲載していない市町村に対し、
現状を聞き取り、掲載するよう促す。
○県と市町村は既存の広報媒体の活
用など、広く被保険者への周知を図る。

〇市町村や企業等と連携して、メタボ
リックシンドロームの始まりとなる肥満
予防や減塩などに重点的に取り組むこ
とによりメタボリックシンドローム該当者
の割合の減少を図るとともに、予備群
者に至らないための取組を推進する。

○「国保健康づくり推進事業」の研修会
による人材育成を通じて、実施率の向
上を図る。

○「特定健診・保健指導等人材育成事
業（国保健康づくり推進事業）」により研
修会を開催し、保健師等の知識・技術
の習得することにより人材育成を通じ
て、特定健診受診率の向上を図る。

○第３期データヘルス計画（令和６年度
～）に基づく保健事業実施に向け、各
市町村の医療・健診の受診状況や医
療費等のデータを県で一括して分析
し、そのデータを各市町村に提供する。

24

○令和５年度状況（参考値）
全体該当率　34.8％
基準該当　22.8％　予備群　12.0％
【男】
該当率　52.9％
基準該当　34.7％　予備群　18.2％
【女】
該当率　21.3％
基準該当　13.3％　予備群　7.0％

※令和６年８月時点KDBシステムより
※令和６年９月末までの法定報告まで変動あ
り

○令和４年度状況
全体該当率　35.5％
基準該当　23.2％　予備群　12.3％
【男】
該当率　53.2％
基準該当　34.8％　予備群　18.4％
【女】
該当率　２１．０％
基準該当　13.7％　予備群　7.3％

※令和５年６月時点KDBシステムより
※令和５年９月頃の法定報告まで変動あり

○関係課との連携◆該当者の減少
（第三期医療費適正化計画よ
り）

メタボリックシン
ドローム該当
者・予備群の減
少

○令和５年度実施市町村
　・各種申請書への第三者行為の記載
　　欄の設定：○○市町村
　・警察、医療機関等との連携：○○市町村
　　　　　　　　　　　　　　　※現在調査中
○関係課（食品生活衛生課）との連携によ
り、市町村に対して情報提供

○令和４年度実施市町村
　・各種申請書への第三者行為の記載
　　欄の設定：53市町村
　・消防、医療機関等との連携：29市町村
　
○関係課（食品生活衛生課）との連携により、
市町村に対して情報提供

傷病届の発見の取組

19

○令和５年度実施市町村
　・ＨＰへの掲載：〇〇市町村
　・ポスター：○〇市町村
　・機関誌：〇〇市町村
　　　　　　　　　　　　　　　※現在調査中

○令和４年度実施市町村
　・ＨＰへの掲載：48市町村
　・ポスター：39市町村
　・機関誌：17市町村

傷病届等に関する周知・啓発

20

○令和５年度実施率
　令和５年度中に特定健診を受診した被保
険者について、令和６年９月頃まで特定保健
指導を実施するため、現時点で実施率は把
握できない。

○令和４年度実施率
　　・全体　38.2％
　　　うち男　36.7％　女　40.9％
　　・目標達成市町村数：　１７市町村

令和６年８月時点KDBシステムより

○関係課との連携★全保険者がＲ５年度までに
６０％以上

特定保健指導
実施率23

★全保険者がＲ５年度までに
６０％以上

22
特定健康診査
受診率

○請求事例等について、各市町村に情
報提供するとともに、市町村が行う支
給申請書類の審査に対して助言等を行
い支援する。

【県の取組】
○助言・指導：18市町村
○研修会への講師派遣：２回

【市町村の取組】
○評価指標の設定：○○市町村
○数値目標の設定：○○市町村
○求償実績
　　・調定額：○○千円
　　・収納額：○○千円
　  ・求償件数：○○件　　※現在調査中

【県の取組】
○助言・指導：０市町村
　　　　　　　　※新型コロナにより中止
○研修会への講師派遣：２回

【市町村の取組】
○評価指標の設定：47市町村
○数値目標の設定：47市町村
○求償実績
　　・調定額：144,026千円
　　・収納額：120,438千円
　  ・求償件数：532件

【県】
○市町村における数値目標等を
把握し、取組に関して助言・指導
等を実施
○国保連合会主催の研修会へ講
師派遣

【市町村】
○評価指標及び数値目標の設定

18

○59市町村策定済み
○中間評価：52市町村

※第３期データヘルス計画（R6～11）は、全
59市町村策定済み

○59市町村策定済み
○中間評価：52市町村

○市町村へ照会し進捗を管理

21

★３０年度までに全市町村が
策定

データヘルス計
画の策定

令和５年度実施率（参考値）
　　・全体　44.1％
　　　うち男　37.9％　女　44.8％
　
※令和６年８月時点KDBシステムより
※令和６年９月頃の法定報告まで変動あり

令和４年度実施率
　　・全体　43.2％
　　　うち男　37.0％　女　44.1％
　
※令和６年８月時点KDBシステムより

○関係課との連携

17
海外療養費の
適正化

◆市町村の審査体制の構築
支援

〇WGにおいて検討を開始 ○WG（令和５年１月）にて検討。課題等を整理
し、その解決方法を今後検討することにした。

○市町村の疑義案件に対して個別に助言等
を行った。

第２期データヘルス計画 第３期データヘルス計画
4

期

特定検診受診率：６０％以上

特定保健指導受診率：60％以上

メタボ該当者の減少

市町村の審査体制構築の支援

市町村取組の支援

（助言・指導）

市町村取組の支援

（助言・指導）

市町村取組の支援

【中間評価実施市町村数（延べ数）】

【助言・指導実施市町村数】

【第三者行為の記載欄の設定市町村数】

【HP掲載市町村数】【HP掲載市町村数】

3



令和４年度実績値等 成果（令和５年度実績値　等） R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

今後の取組

項　　　　目

目標値等
（★：運営方針に定めた目
標値等
◆：★以外の目標値等）

具体的な取組

令和４年度実績及び令和５年度の実施状況（最新実績値）No

　取組項目 令和５年度における取組状況 年度別取組状況の推移
上段：目標
下段：実績

Ⅰ　統一に向けた取組期間 Ⅱ　統一に向けた移行期間 Ⅲ 統一運営方針

根
本

80.1% 82.9% 81.9% 83.5%

根
本

56
市町村

54
市町村

56
市町村

根
本

５７
市町村

５７
市町村

５７
市町村

５７
市町村

根
本

６回
通知

６回
通知

６回
通知

６回
通知

移行
完了

渡
辺

菅
野

４３
市町村

４３
市町村

４３
市町村

渡
辺

○導入に係る意向調査を実施。標準システ
ムに移行できない課題等を明確にした。

○国において標準システム導入に係る新たな
費用低減策が検討されていることから、コスト
面で課題のある県クラウド化の対応について
は、今後の国の動向を注視しながら検討する
方針とした。

○意向調査により参加市町村を
把握

○一部負担金の減免基準は、H２
９年度連携会議、ＷＧにおいて協
議終了

第７章
市町村事務の
広域的・効率的
な運営の推進

◆Ｒ５のクラウド稼働を目指す

市町村事務処
理標準システム
のクラウド化に
よる共同利用

33

32
一部負担金の
減免基準の標
準化

★一部負担金の減免を３０年
度から国特別調整交付金の財
源補填要件をもって標準化

29

○取組の実効性を向上させるため、関
係機関との連携体制の構築に向けて
協議を進める。

○市町村事務処理標準システムの導
入に対する国の動向について市町村に
情報提供を行うなど、導入に向けた支
援を行う。

○一部負担金の減免基準の標準化に
沿った要綱を全市町村が作成すること
を目指す。

○引き続き、ＷＧにおいて検討する。

○印刷業務の集約化は、マイナンバー
カードと健康保険証の被保険者証の一
体化するため、終了。
○資格確認書の様式の統一に向けて
印刷業務を集約化するか今後検討す
る。

○医療費抑制の有効性を検証するとと
もに、通知回数や通知内容などについ
て、費用対効果も考慮した効果的・効
率的な実施方法を市町村と協議し、決
定する。

○使用割合80％以上の維持・向上に向
けて、必要に応じて助言等を行う。

〇プログラムを作成していない市町村
に対して助言等を行う。
○糖尿病性腎症重症化予防に向けて、
県、市町村及び医療関係者との連携体
制を構築するとともに、市町村がプログ
ラムに基づいて実施する保健指導に対
して助言等を行う。

○同一減免基準による要綱作成市町村数：４
３市町村

○同一減免基準による要綱作成市町村数：
４３市町村

31

　　－　　－○H３０年度に５９市町村が５万円
に統一済み
※H２９年度連携会議、ＷＧにお
いて協議終了

★３０年度から５万円

葬祭費支給額
の統一30

〇令和４年度状況
数量ベース　81.9％（令和４年９月分）

○差額通知等の実施：59市町村

○差額通知等の実施★Ｒ２年９月までに８０％以
上、その後も８０％以上を維持

後発医薬品使
用割合

○継続検討○継続検討○公費負担医療制度と同じ方法
に標準化

★できる限り早い時期に課題
の解決と開始時期の決定

地方単独医療
費助成事業の
公費化

被保険者証の
印刷業務の集
約化

★３０年度より被保険者証の
様式を統一
★３０年度以降も、印刷業務
の集約化に向け検討を継続

○令和２年度に新様式に移行完
了

　　－ 　　－

〇年６回通知：58市町村
　 年５回通知：１市町村

〇年６回通知：58市町村
　 年５回通知：１市町村

〇全市町村が医療費通知を発送
※令和元年度から年６回通知す
ることとなった

★全市町村における医療費通
知の実施
★通知回数、通知内容を検証
し、効果的・効率的な実施方法
の検討

医療費通知28

25

○プログラム作成： 57市町村
　　※残りの２市町村は作成時期未定

○年間新規透析導入者：〇〇人
　　　　                     ※現在調査中

○プログラム作成：57市町村
　　※残りの２市町村は作成時期未定
○年間新規透析導入者数：338人

○予防プログラムの作成
○予防プログラムに基づく取組の
実施
○医療関係者との連携体制の構
築

◆予防プログラムの作成数
◆予防取組市町村数
◆年間新規透析導入者数

27
糖尿病性腎症
重症化予防

○重複・多剤投与対象者に対して通知又は
訪問指導等を実施：○○市町村
　　　　　　　　　　　　 ※現在調査中

○重複・多剤投与対象者に対して通知又は訪
問指導等を実施：56市町村

○訪問指導の促進

重複受診、頻回
受診、重複投薬
の適正化

26

〇令和５年度状況
数量ベース　83.5％（令和５年９月分）

○差額通知等の実施：59市町村

使用割合：８０％以上の維持

訪問指導等による

適正受診を図る取組

全市町村予防プログラム作成

全市町村に対する医療費通知の発

送：６回通知

新システム導入準備 新システム導入

市町村事務の標準化を検討

同一減免基準による要綱の作成

【予防プログラム作成市町村数（延べ数）】

4



令和４年度実績値等 成果（令和５年度実績値　等） R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

今後の取組

項　　　　目

目標値等
（★：運営方針に定めた目
標値等
◆：★以外の目標値等）

具体的な取組

令和４年度実績及び令和５年度の実施状況（最新実績値）No

　取組項目 令和５年度における取組状況 年度別取組状況の推移
上段：目標
下段：実績

Ⅰ　統一に向けた取組期間 Ⅱ　統一に向けた移行期間 Ⅲ 統一運営方針

渡
辺

小
林

小
林

小
林

35

34

その他の標準
化・広域化の検
討

○統一に向けては、特定健診の自己負
担額・健診項目・委託単価を統一する
必要があるので、引き続きWGにて協
議。さらに、集合契約の締結に向け、医
師会や保険者協議会等と協議を進め
る。

① 短期証・資格証の活用を含めた、収
納率向上ガイドラインを市町村へ通知
済み（R4.7.26）。

②・③ 引き続き、WGにおいて検討す
る。

第９章

○引き続き、国保事業の円滑で安定的
な運営のために協議会等を開催し、協
議を行う。

○引き続き、庁内関係各課との連携を
図り、計画の目標達成を目指す。

○市町村のニーズを把握した上で必要
な支援を行う。

○運営協議会：４回開催
　　・R６年度納付金算定方法の協議
○連携会議：４回
〇連携会議ワーキンググループ（WG)
　　・合同開催：２回
　　・納付金班：６回
　　・医療費適正化班：５回
　　・保険給付・資格班：５回
　　・収納対策班：６回
○市町村主管課長会議：１回
○地区別意見交換会：６回
　　　　　（６方部で１回ずつ実施）

○運営協議会：３回開催
　　・R５年度納付金等の算定方法の協議
○連携会議：４回
〇連携会議ワーキンググループ（WG)
　　・納付金班：４回
　　・医療費適正化班：３回
　　・保険給付・資格班：１回
　　・収納対策班：２回
○市町村主管課長会議：１回
○地区別意見交換会：なし

○連携会議を定期的に開催し、
意見の集約を行う。
○運営協議会において重要事項
につついての審議を行う。
○市町村主管課長会議での情報
提供
○地区ごとの意見交換会に定期
的開催

国保運営安定
化等連携会議、
運営協議会、市
町村主管課長
会議の開催
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関係市町村相
互間の連絡調
整等

第８章

保健医療福祉
サービス等に関
する施策との連
携

37

〇部内関係各課との連携を図る

運営方針と県が
策定する計画
等との連携

　　－○国保データベースシステムを活用し分析し
た市町村別医療費等分析資料を市町村に提
供

○国保データベースの健康・医療
情報を活用した課題の分析や情
報提供地域包括ケアシ

ステムの構築に
向けての連携
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【標準化】＜再掲＞
① 短期被保険者証・資格証明
書の交付基準の作成

② 療養費の調査マニュアルの
作成

③ 地方単独医療費助成事業
の公費化

① 短期証・資格証の活用を含めた、収納率
向上ガイドラインを市町村へ通知済み
（R4.7.26）。

②・③ WG（令和５年１月）にて課題を整理。
統一に向け協議を進める。

① 収納率向上ガイドラインの発
出

② WGにおいて検討を開始

③ 公費負担医療制度と同じ方法
に標準化

① 短期証・資格証の活用を含めた、収納率
向上ガイドラインを市町村へ通知済み
（R4.7.26）。

②・③ WG（令和５年１月）にて課題を整理。統
一に向け協議を進める。

○WG医療費適正化班にて特定健診の自己
負担額・健診項目・委託単価の統一及び集
合契約の締結に向けた協議を進める。

○WG（令和５年１月）にて課題を整理。統一に
向け協議を進める。

○特定健診等を県内の医療機関
等で実施できるようにするため、
県と医師会等との集合契約の締
結及び特定健診等の委託単価・
自己負担額の統一について検
討。

【広域化】
　・特定健診等に係る県と医師
会等との集合契約の締結及び
特定健診等の委託単価・自己
負担額の統一

国保運営方針と県が策定する各種

計画との連携

国保運営方針、８次医療計画、４期医療費適正化計画、

時期国民健康づくり運動プラン等の策定

運営協議会・国保運営安定化等連携会議・ワーキンググループ・主管課長会議等の開催

国保データベースシステムの健康・医療情報を活用した課題の分析や情報提供

市町村事務の標準化を検討

市町村事務の広域化を検討
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